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国
保

広
場

の

問市民課 国保医療班
☎ 30-0222

K O K U H O  N O  H I R O B A

　
「
健
康
・
生
き
生
き
」
を
テ
ー
マ
と

し
た
標
語
と
写
真
を
募
集
し
ま
す
。
ど

な
た
で
も
応
募
で
き
ま
す
。
家
族
の
健

康
を
願
っ
た
、
生
き
生
き
と
し
た
作
品

や
写
真
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼
入
賞　

最
優
秀
賞
１
点
・
優
秀
賞
２

点
・
入
賞
５
点

（
い
ず
れ
も
賞
状
お
よ
び
副
賞
あ
り
）

▼
表
彰
式　

か
づ
の
元
気
フ
ェ
ス
タ

▼
応
募
締
切　

８
月
３
日
金
必
着

▼
実
施
要
項　

各
支
所
や
市
民
セ
ン

タ
ー
に
備
え
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た

は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

７
月
の
集
団
健
診
（
特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診
）

保
険
料
の
通
知
を
お
送
り
し
ま
す

　

ご
自
分
の
保
険
料
額
や
納
付
方
法
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

普
通
徴
収
の
納
付
は
口
座
振
替
が

便
利
で
す

　

保
険
料
の
支
払
方
法
は
、
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
の
納
付
）と
普
通
徴
収（
口

座
振
替
ま
た
は
納
付
書
で
の
納
付
）
が

あ
り
ま
す
。

▼
普
通
徴
収
の
納
付　

納
め
忘
れ
が
な

く
納
付
の
手
間
も
省
け
る
、
便
利
で
安

心
な
口
座
振
替
が
お
す
す
め
で
す
。

　

国
保
に
加
入
し
て
い
た
と
き
に
口
座

振
替
で
納
め
て
い
た
方
は
、
改
め
て
口

座
振
替
の
依
頼
手
続
き
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

▼
納
付
書
で
の
納
付　

全
国
の
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
ほ
か
、
東
北
管
内

の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行（
簡
易
郵
便
局
含
む
）

で
納
付
で
き
ま
す
。

　

病
院
受
診
時
の
医
療
費
の
支
払
い
が

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
な
る
「
限
度

額
適
用
認
定
証
」
と
、
入
院
時
の
食
事

代
が
減
額
さ
れ
る
「
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
の
有
効
期
限
は
、
７
月
31
日

火
と
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
国
保
の
方　

更
新
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
は

７
月
下
旬
以
降
に
、
市
民
課
国
保
医
療

班
ま
た
は
各
支
所
で
お
願
い
し
ま
す
。

▼
後
期
の
方　

新
規
に
対
象
と
な
る
方

の
み
案
内
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。
更
新
と
な
る
方

の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

被
保
険
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

後
期
高
齢
者
の
被
保
険
者
証
は
８
月

１
日
水
か
ら「
若
草
色
」に
変
わ
り
ま

す
。

　

７
月
下
旬
に
お
届
け
し

ま
す
の
で
、
８
月
１
日
水

以
降
は
新
し
い
被
保
険
者

証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

有
効
期
限
が
7
月
31
日
火
の
マ
ル
福

受
給
者
証
を
お
持
ち
で
、
引
き
続
き
該

当
す
る
方
に
は
、
新
し
い
受
給
者
証
を

7
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　

8
月
か
ら
新
規
に
該
当
と
な
る
方
や

更
新
の
た
め
に
手
続
き
が
必
要
な
方
に

は
、
7
月
上
旬
に
案
内
を
郵
送
し
ま
す

の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

後
期
高
齢
者
健
診
が
始
ま
り
ま
す

　

後
期
高
齢
者
健
診
と
は
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
（
75

歳
以
上
の
方
、
も
し
く
は
65
歳
～
74
歳

の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
）
が
対
象
の
健
康
診
断
で
す
。

　

対
象
者
に
は
、
6
月
中
旬
に
受
診
券

と
案
内
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
受
診
の

際
に
は
、
受
診
券
と
被
保
険
者
証
を
忘

れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
受
診
の
注
意　

①
午
前
に
受
診
す
る

場
合
、
朝
食
は
食
べ
な
い
こ
と
。
水
は

飲
ん
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
②
午
後
に
受

診
す
る
場
合
、
朝
食
は
軽
く
食
べ
、
昼

食
は
食
べ
な
い
こ
と
。
③
尿
検
査
が
あ

り
ま
す
。
健
診
前
の
ト
イ
レ
は
控
え
ま

し
ょ
う
。

▼
費
用　

無
料

国
保
加
入
者
の
人
間
ド
ッ
ク

　

人
間
ド
ッ
ク
で
は
、
特
定
健
診
よ
り

詳
し
い
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
、
受
診
券
と
同
封
の
案

内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
自
己
負
担
額　

1
万
4
千
円

※
医
療
機
関
に
よ
っ
て
は
、
予
約
が
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

問 

い
き
い
き
健
康
課 

☎
30
ー
０
１
１
９

▼
日
時
・
場
所　

　

７
月
17
日
火 

18
時
～
19
時

　

八
幡
平
市
民
セ
ン
タ
ー

▼
対
象　

国
保
（
40
歳
以
上
）
、
後

期
高
齢
者
、
国
保
・
後
期
高
齢
者
以

外
の
保
険
加
入
者
で
受
診
券
を
お
持

ち
の
方

▼
持
ち
物　

被
保
険
者
証
、
受
診
券
、

自
己
負
担
金
（
国
保
・
後
期
高
齢
者

以
外
の
方
）

※
当
日
は
同
会
場
で
肺
と
大
腸
の
が

ん
検
診
も
受
診
で
き
ま
す
。
こ
ち
ら

は
有
料
に
な
り
ま
す
。

問 

い
き
い
き
健
康
課

☎
30
‐
０
１
１
９

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

後
期
高
齢
者
健
診
・
人
間
ド
ッ
ク

平
成
30
年
度
の
料
率

【
均
等
割
額
】
３
９
，
７
１
０
円

【
所
得
割
額
】
基
礎
控
除
後
の

　

被
保
険
者
本
人
の
総
所
得
額 

　

× 

８
・
07
％

生
き
生
き
鹿
角
市
民

こ
く
ほ
標
語
＆
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

7月の運動教室
　国保の加入者に限らず、どなたでも参加できます。参加無料で
す。参加希望の方は、市民課国保医療班へ前日までに電話にてお
申し込みください。

※無料託児を利用される方は、1週間前までにお申し込みください。

教室 日時 場所 必要なもの

ストレッチポール
教室（さんさんレ
ディースクラブ）

2 日月 10 時～ 記念スポーツセン
ター

運動ぐつ、水分補
給の飲料

ココから体操教室
（華美会）

13 日金 10 時
～

大湯温泉保養セン
ター 湯都里

運動ぐつ、スポー
ツタオル、水分補
給の飲料

ゆったりヨガ教室
（くびれてみヨーガ）

13 日金 10 時
～

花輪市民センター
（コモッセ内）

ヨガマットまたは
大 判 バ ス タ オ ル、
水分補給の飲料

ちょ筋ストレッチ教室
（ホリデーサークル）

22 日日 10 時
～ 福祉プラザ

ヨガマットまたは
大 判 バ ス タ オ ル、
水分補給の飲料

浅利ゆみ先生の健
康体操教室

（スマイル教室）

24 日火 13 時
30 分～

多世代交流スペー
ス まちっこ 水分補給の飲料

リズム運動教室
（ヘルスデザイン）

25 日水 10 時
～

花輪市民センター
（コモッセ内）

運動ぐつ、水分補
給の飲料

　

交
通
事
故
な
ど
他
人
（
第
三
者
）

の
行
為
に
よ
っ
て
病
気
や
け
が
を
し

た
場
合
で
も
、
健
康
保
険
で
医
療
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
届
け
出

が
必
要
で
す
の
で
、
市
民
課
国
保
医

療
班
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

交
通
事
故
な
ど
に
あ
っ
た
と
き

福
祉
医
療
費
（
マ
ル
福
）

受
給
者
証
の
更
新
時
期
で
す
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
を
お
持
ち

の
方
へ


